
千葉県障害者グループホーム等支援
事業について



千葉県障害者グループホーム等支援事業
(実施状況等)について

• 本事業は、障害者のグループホーム及び生活ホーム（以下「グループホーム
等」という。）のバックアップ体制を強化し、グループホーム等の量的拡充
と質的向上を図ることにより、グループホーム等で暮らす障害のある方の生
活の質の向上と、施設入所者や在宅障害者等のグループホーム等を利用した
地域生活への移行を促進することを目的としています。

①事業目的

②障害者グループホーム等支援ワーカー
 障害者グループホーム等支援ワーカーは、千葉市、船橋市、柏市を除く、
千葉県内１２か所の健康福祉センター圏域に配置されています。

 障害者のグループホーム・生活ホームに関する様々な相談に応じ、支援を
行っています。



千葉県障害者グループホーム等支援事業
(実施状況等)について

具体的な内容事業の概要No.

・事業者からの運営等に関する相談支援
・利用者、家族等からの事業所の運営等に関する相談支援

グループホーム等に対する相談
支援1

・事業者等に対する新規開設に関する提案
・新規開設希望者に対する開設支援グループホームの新規開設支援2

・事業者相互の横断的機関（連絡協議会、設置者会、世話人会、
利用者会等）の設置、運営（研修会等の開催）

地域におけるグループホーム等
相互の協力体制の整備等3

・利用者、家族からの相談に関する各種相談窓口への引継ぎ
・市町村の事業者相互の横断的機関への参画の促進
・事業者の地域自立支援協議会への参画の促進

市町村、地域自立支援協議会、
相談支援事業所等との連携体制
の整備等

4

・グループホーム等の空室情報、利用者からの利用希望情報の収集、
提供等

グループホーム等の事業に
関する情報収集、提供等5

・障害者グループホーム大会、グループホーム講座及び研修会
の開催

・各種講演活動（県外活動を含む）
・各種広報活動（広報誌の発行、事業白書への寄稿等）

グループホーム制度の普及、
啓発、支援の質の向上を図る
ための研修会の開催

6

・利用者の権利擁護に関する運営体制の整備の支援等その他７

③事業内容




